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新潟市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年新潟市条例第 10 号）第 6 条の

規定により、令和 3 年度の人事行政の運営状況の概要及び人事委員会の業務の状況を公表します。 

 

１ 人事行政の運営状況の概要 

（１）職員の任免および職員数に関する状況 

 ① 職員の採用状況（令和 3年 4月 2日～令和 4年 4月 1日） 

 

  ア 試験採用                           (単位：人) 

   

 

 

 

 

 

 

 

イ 選考採用              (単位：人) 

教育 教育職員以外 合計 

25 25 50 

※ 選考採用としては、教育職員や医師、国・県や他の地方公共団体の職員などを本市の職員として採用

しました。 

 

  ウ 再任用（フルタイム職員）      (単位：人) 

教育 教育職員以外 合計 

71 23 94 

  エ 再任用（短時間勤務職員）      (単位：人) 

教育 教育職員以外 合計 

52 95 147 

  オ 会計年度任用（フルタイム職員）   (単位：人) 

教育 教育職員以外 合計 

0 193 193 

 

② 職員の退職状況 （令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

 

  ア 一般職員                              (単位：人) 

区分 事務 事務以外 技能労務 消防 教育 合計 

定年退職 52 48 31 16 167 314 

普通退職 17 64 1 4 36 122 

募集退職 26 15 4 5 28 78 

死亡退職 1 2 1 0 4 8 

その他退職 8 1 0 0 37 46 

計 104 130 37 25 272 568 
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採用者数 12 22 27 2 7 4 2 3 52 183 19 6 5 344 
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イ 再任用（フルタイム職員）       (単位：人) 

教育 教育職員以外 合計 

39 16 55 

ウ 再任用（短時間勤務職員）      (単位：人) 

教育 教育職員以外 合計 

39 94 133 

エ 会計年度任用（フルタイム職員）      (単位：人) 

教育 教育職員以外 合計 

0 238 238 

 

③ 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在）           (単位：人) 

部 門 
職員数 

増員数 減員数 差 引 主な増員理由 主な減員理由 
R4 年 R3 年 

一般

行政

部門 

議  会 25 24 1 0 1 他団体新規派遣  

総  務 720 745 46 △71 △25 組織改編等 組織改編等 

税  務 210 219 1 △10 △9 他団体新規派遣 業務執行体制の見直し 

民  生 1,332 1,337 29 △34 △5 児童相談所の体制強化等 業務執行体制の見直し 

衛  生 519 526 23 △30 △7 保健所の体制強化等 業務執行体制の見直し等 

労  働 5 6 0 △1 △1  業務執行体制の見直し 

農林水産 153 164 0 △11 △11  業務執行体制の見直し 

商  工 100 101 3 △4 △1 業務移管 組織改編等 

土  木 463 493 60 △90 △30 組織改編等 組織改編等 

小  計 3,527 3,615 163 △251 △88   

特別 

行政 

部門 

教  育 4,714 4,758 31 △75 △44 業務移管等 高校総体終了等 

消  防 914 915 0 △1 △1  業務執行体制の見直し 

小  計 5,628 5,673 31 △76 △45   

公営

企業

など

部門 

病  院 1,208 1,201 8 △1 7 医師過重労働対応等 業務執行体制の見直し 

水  道 307 311 2 △6 △4 欠員補充 業務執行体制の見直し 

下 水 道 175 179 5 △9 △4 業務執行体制の充実 民間委託等 

そ の 他 152 153 2 △3 △1 業務執行体制の充実 業務執行体制の見直し 

小  計 1,842 1,844 17 △19 △2   

合 計 10,997 11,132 211 △346 △135   

    ※ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者や一部の派遣職員などを含み、

臨時・非常勤職員や短時間勤務職員を除いています。 

 

【参考】再任用（短時間勤務職員）      (単位：人) 

R4 年 R3 年 差引 

493 479 14 

会計年度任用（フルタイム職員）   (単位：人) 

R4 年 R3 年 差引 

568 613 △45 
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④ 職員の年齢別職員構成の状況（令和 4年 4月 1日現在） 

 

                                       (単位：人) 

区分 

20 歳 20 歳 24 歳 28 歳 32 歳 36 歳 40 歳 44 歳 48 歳 52 歳 56 歳 60 歳  

 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  計 

未満 23 歳 27 歳 31 歳 35 歳 39 歳 43 歳 47 歳 51 歳 55 歳 59 歳 以上  

職員数 23 401 948 1,085 1,052 939 906 1,217 1,498 1,392 1,294 242 10,997 

 

⑤ 新潟市定員配置計画 2018 の策定 

行政改革プラン 2018 の考え方を基に、新潟市行政改革プラン策定検討委員会等で示された

提言等を踏まえながら、人員を効果的・効率的に配分するための取組みをさらに推進します。 

平成 29 年 4 月 1 日現在で、人口 100 万人以下の同規模政令指定都市との職員数の比較にお

いて、本市の職員数が 471 人超過していることを踏まえ、超過部門を本市の特性ととらえつ

つ、持続可能な行財政運営の確立のため、事務事業のあり方・やり方の見直しとあわせて、

定員配置の選択と集中を強化し、更なる定員適正化を進めます。 

 

・数値目標 

①業務のあり方・やり方の抜本的な見直し、②簡素で効率的な組織体制の再構築、③内部事

務の集約化・効率化とＩＣＴの活用、④総人件費を意識した職員配置、⑤年齢構成の平準化へ

の配慮、⑥市立保育園の適正配置に取り組みながら、新規採用職員数の精査と、現業職の退職

不補充により、普通会計の職員（県からの権限委譲に基づく教職員分を除く）を５年間で 220

人減員することを数値目標としました。 

（各年度４月１日現在、単位：人） 

年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 計 

普通会計 

職員数 
5,579 5,539 5,484 5,429 5,394 5,359 ― 

前年度比 

職員数 
 △40 △55 △55 △35 △35 △220 

※定員管理については、行政改革プラン 2018 の進捗管理の中で、あわせて管理していきます。 
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（２）職員の人事評価の状況 

①人事評価制度について 

人材育成を主たる目的として、全職員を対象に人事評価を実施しました。評価結果は任用、

給与、分限その他の人事管理の基礎として活用し、公正・公平な措置を講じています。 

人事評価の評価項目は、職務遂行上求められる能力及び勤務態度を見る「能力態度評価」

と、組織の目標を踏まえた個人目標を明確にした上でその達成度を見る「業績評価」で構成

しており、以下の評価基準によりそれぞれ 5段階で全体評価を決定しています。 

 

 

◎「能力態度評価」全体評価基準 

５：特に優秀 今期当該職位に求められる能力が、非常に高い水準で確実に発揮されて

いる。 

４：優秀 今期当該職位に求められる能力が高い水準で発揮されている。 

３：良好 今期当該職位に求められる能力が概ね発揮されている。 

２：やや不足 今期当該職位に求められる能力を下回っている。 

１：不足 今期当該職位に求められる能力を大きく下回っている。 

 

◎「業績評価」全体評価基準 

５ 今期当該職位に求められた水準をはるかに上回る業績を収めた。 

４ 今期当該職位に求められた以上の業績を収めた。 

３ 今期当該職位に求められた業績を概ね収めた。 

２ 今期当該職位に求められた水準を下回る業績しか収めることができなかった。 

１ 今期当該職位に求められた業績をほとんど収めることができなかった。 

 

②人事評価結果 

評価結果を受け、各職員が自己の強み・弱みを認識し、より高い成果に向けた新たな目標

を設定して次期の業務に取り組むことで、能力の向上、資質の向上につなげていきます。 

また、職務遂行の能力が不足している職員に対しては、職場での適正化への指導や研修な

どを通して改善に向けて取り組んでいます。 

※評価対象者：市長部局・消防局・水道局・教育委員会事務局・市民病院事務局の一般職

の職員及び市立学校の職員（教職員を除く） 

 

ア 令和 3年度前期 

   ・評価期間 令和 3年 4月 1日～令和 3年 9月 30 日 

全体評価 1 2 3 4 5 計 

能力態度評価 
人数 0 12 4,816 992 0 5,820 

割合 0.00% 0.21% 82.75% 17.04% 0.00%  

業績評価 
人数 0 7 5,373 440 0 5,820 

割合 0.00% 0.12% 92.32% 7.56% 0.00%  
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イ 令和 3年度後期 

   ・評価期間 令和 3年 10 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

全体評価 1 2 3 4 5 計 

能力態度評価 
人数 1 17 4,543 1,192 1 5,754 

割合 0.02% 0.30% 78.95% 20.72% 0.02%  

業績評価 
人数 1 10 5,132 611 0 5,754 

割合 0.02% 0.17% 89.19% 10.62% 0.00%  

 

（３）職員の給与の状況 

 ① 人件費の状況（令和３年度普通会計決算） 

歳出総額（Ａ） 
実質収支 

(歳入総額－歳出総額) 
人件費（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

438,857,264 千円 7,565,836 千円 93,014,708 千円 21.2 ％ 

※１ 普通会計には、公営企業職員（水道・病院）にかかる経費は含みません。 

※２ 人件費には、職員に支給される給与のほか、市長や議員などの特別職の報酬、共済費（社会保険料

の事業主負担相当分）などを含みます。 

 

 ② 職員給与費の状況（令和３年度普通会計決算） 

職員数 

（Ａ） 

給  与  費 一人当たり給与費 

（Ｂ／Ａ） 給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計（Ｂ） 

    人

9,625

    千円

38,067,648

千円

6,811,785

千円

15,536,603

千円

60,416,036  

千円

         6,277

※１ 職員数は、令和 3年 4月 1日現在です。 

※２ 職員給与費は、職員に支給する給与の総額です。職員手当は、扶養・地域・通勤・住居・時間外勤

務手当などの総額であり、退職手当（8,165,906 千円）は含みません。 

 

 ③ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 4年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 42.4 歳 325,668 円 407,356 円 

技能労務職 53.2 歳 329,240 円 364,238 円 

 

うち用務員 54.4 歳 324,716 円 349,053 円 

うち清掃作業員 54.3 歳 332,254 円 388,978 円 

うち給食調理員 52.9 歳 331,242 円 353,662 円 

※１ 「一般行政職」は、国において給料表が異なる税務職と福祉職は除いています。 

※２ 「平均給料月額」は各職種の職員の基本給の平均であり、「平均給与月額」は給料月額と扶養手当、

地域手当、住居手当、時間外勤務手当など諸手当の額を合計した平均です。 

 

 ④ 職員の初任給の状況（令和 4年 4月 1日現在） 

区    分 新潟市 新潟県 国 

一般行政職 
大 学 卒 188,700 円 188,700 円 182,200 円 

高 校 卒 154,900 円 154,900 円 150,600 円 

技能労務職 高 校 卒 147,000 円 152,700 円 147,900 円 

※ 上記額は、学校卒業後直ちに採用された場合の月額です。  
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⑤ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 4年 4月 1日現在） 

区    分 
経験年数 

10 年 

経験年数 

15 年 

経験年数 

20 年 

経験年数 

25 年 

経験年数 

30 年 

一般行政職 
大学卒 272,214 円 305,756 円 355,009 円 376,677 円 397,619 円 

高校卒 232,746 円 269,356 円 279,525 円 347,677 円 368,538 円 

技能労務職 高校卒 － 円 243,700 円 － 円 317,455 円 325,400 円 

※１ 経験年数は、採用前に民間企業勤務経験などがある場合にはその期間を換算しています。 

※２ 特定幹部職員（部長以上）は含みません。 

 

 ⑥ 一般行政職の級別職員数の状況（令和 4年 4月 1日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比  1 年前構成比 5 年前構成比 

9 級 理事 4 人 0.1％ 0.2％ 0.1％

8 級 部長 32 人 1.1％ 1.0％ 1.1％

7 級 部次長 54 人 1.8％ 1.8％ 1.1％

6 級 参事・課長 149 人 5.0％ 4.7％ 4.8％

5 級 副参事・課長補佐 481 人 16.1％ 16.3％ 15.5％

4 級 課長補佐・主幹 1,017 人 34.1％ 33.4％ 34.6％

3 級 係長・主査 642 人 21.5％ 20.4％ 17.6％

2 級 副主査 380 人 12.7％ 12.7％ 12.1％

1 級 主事・技師 222 人 7.4％ 9.5％ 13.1％

※１ この表は一般行政職の職員について、俸給表の級区分別の職員数の状況を示したものです。 

※２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 

 ⑦ 職員の手当の状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

  ア 期末・勤勉手当 

１人当たり平均支給額 1,614 千円 

支給割合 ※（ ）内は再任用職員 
期末手当 2.40 月分(1.35 月分) 

勤勉手当 1.90 月分(0.9 月分) 

職務の級などによる加算措置 役職加算 5～20％、管理職加算なし 

 

イ 退職手当（令和 4年 3月 31 日現在） 

支給割合 自己都合 定年・募集 

 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度 47.709 月分  47.709 月分  

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2%～30%加算) 

1 人当たり平均支給額 
（令和３年度中退職） 

1,153 千円 19,695 千円 
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ウ 特殊勤務手当（普通会計決算） 

支給実績 376,842 千円 

支給対象職員 1 人当たり平均支給年額 189 千円 

手当の種類（全職種） 23 種類 

支給額の多い主な手当 夜間特殊業務手当、緊急出動手当、教員特殊業務手当 

 

エ 時間外勤務手当（普通会計決算） 

支給実績 1,837,404 千円 

支給対象職員 1 人当たり平均支給年額 355 千円 

  ※管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。 

 

オ その他の手当（主な手当の支給月額） 

扶養手当 
配偶者など 6,500 円 

子（年齢などの区分に応じて） 10,000 円～15,000 円 

住居手当 借家・アパートなど（家賃の額に応じて） 最高 28,000 円 

通勤手当 
バス・電車などの利用者（運賃の額に応じて） 最高 55,000 円 

自転車・自動車などの使用者（片道の使用距離に応じて） 2,000 円～31,600 円 

 

⑧ 特別職の報酬などの状況（令和 4年 4月 1日現在） 

ア 給料・報酬月額、期末手当 

区 分 給料・報酬月額 期末手当支給割合 

市 長 1,167,000 円  

 6 月期 1.45 月分 

12 月期 1.45 月分 

計    2.90 月分 

副市長 942,000 円  

議 長 781,000 円  

副議長 703,000 円  

議 員 655,000 円  

 

  イ 退職手当 

市 長 給料月額×在職月数×0.51（任期毎支給） 

副市長 給料月額×在職月数×0.337（任期毎支給） 

 

（４）職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 ① 職員の勤務時間の状況（標準的なもの。令和 4年 4月 1日現在） 

ア 勤務時間 午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで。1日当たり 7時間 45 分勤務 

 イ 週休日  土曜日及び日曜日 

 ウ 休日   「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び年末年始（12 月 29 日から

翌年の 1月 3日まで） 

 エ 休憩時間 午後 0時から午後 1時までの 60分間 

 

② 職員の時間外勤務の状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

    1 人当たり 1か月平均 10.5 時間 
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 ③ 年次有給休暇の取得状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

1 年度につき 20 日間付与。当該年度付与分のみ翌年度繰越し可。 

平均取得日数は、14.0 日 

 

 ④ 特別休暇の導入状況（令和 4年 4月 1日現在） 

種   類 付与日数など 

1 公民権行使 必要と認められる期間 

2 証人・参考人などの出頭 必要と認められる期間 

3 出生サポート 1 年度において 5日の範囲内の期間(体外受精・顕微授精に係るも

のである場合は 10 日) 

4 産前・産後 出産予定日以前 8 週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）から産後 8

週間を経過する日までの届け出た期間 

5 妊娠・産後の保健指導など 妊娠期間などに応じて付与 

6 妊娠中の通勤 1 日を通じて 1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間 

7 妊娠障害 一の妊娠期間中に 10 日未満の期間中 

8 生理 連続する 2日以内で必要とする期間 

9 育児時間 1 日 2 回それぞれ 30分以内 

10 骨髄移植 必要と認められる期間 

11 ボランティア 1 年度において 5日の範囲内の期間 

12 職員の結婚 5 日の範囲内の期間 

13 妻の出産 2 日の範囲内の期間 

14 子の看護 1 年度において 5 日の範囲内の期間(対象が 2 人以上の場合は 10

日間) 

15 短期介護休暇 1 年度において 5 日の範囲内の期間(対象が 2 人以上の場合は 10

日間) 

16 忌引き 親族に応じて付与 

17 父母の追悼 1 日の範囲内の期間 

18 夏季休暇 5 日の範囲内の期間 

19 災害による現住居の損壊など 7 日の範囲内の期間 

20 災害等による出退勤困難 必要と認められる期間 

21 リフレッシュ休暇（勤続 20 年、30年） 3 日の範囲内の期間 

22 育児参加 5 日の範囲内の期間 

※ 特別休暇とは、勤務しないことが相当であると認められる場合に勤務しないことが認められるものです。 

  

⑤ 育児休業の取得状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

 (単位：人) 

 男性 女性 計 

新たに育児休業を取得した者 71 252 323 

前年度から引き続いている者 21 336 357 
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⑥ 修学部分休業の取得状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

 (単位：人) 

 男性 女性 計 

修学部分休業を取得した者 0 0 0 

 

⑦ 自己啓発休業の取得状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

 (単位：人) 

 男性 女性 計 

自己啓発休業を取得した者 0 2 2 

 

⑧ 配偶者同行休業の取得状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

 (単位：人) 

 男性 女性 計 

配偶者同行休業を取得した者 0 1 1 

 

（５）職員の分限及び懲戒処分の状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3 月 31 日） 

 ① 分限処分者数                                       (単位：人) 

処分事由／処分の種類 降任 免職 休職 降給 合計 失職 

1 勤務実績が良くない場合 0 0 － － 0 － 

2 心身の故障の場合 0 0 245 － 245 － 

3 職に必要な適格性を欠く場合 0 0 － － 0 － 

4 職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過

員を生じた場合 

0 0 － － 0 － 

5 刑事事件に関し起訴された場合 － － 2 － 2 － 

6 条例に定める事由による場合 － － 0 0 0 － 

合計（1～6の計） 0 0 247 0 247 － 

7 地方公務員法第 28 条第 4項により失職した者 － － － － － 0 

8 地方公務員法第28条第4項に基づく条例により

失職しなかった者 

－ － － － － 0 

※ 分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができないと認められる場合に、職員の意に反する

不利益な身分上の変動をもたらす処分をいい、降任、免職、休職、降給の 4 種類があり、地方公務員法

第 28 条に規定されています。 

 

② 懲戒処分者数   

処分事由／処分の種類 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等 

1 法令に違反した場合 0 2 1 1 4 2 

2 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 3 1 0 0 4 59 

3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあっ

た場合 

0 1 0 0 1 11 

合    計 3 4 1 1 9 72 

※１ 懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、職員の一定の義務違反に対する道義

的責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分をいい、戒告、減給、停職、
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免職の 4種類があり、地方公務員法第 29 条に規定されています。 

  ※２ 訓告等とは、懲戒処分には至らないが、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、注意を喚起

し、公務における規律と秩序を維持することを目的として行われるものをいいます。 

 

（６）職員の服務の状況 

職員の服務上の義務として、法令および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の

禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治行為の制限、争議行為などの禁止、営利

企業などの従事制限があります。 

本市では、職員の綱紀の保持および服務規律の確保のための指針「信頼される公務員とな

るために」を定めており、令和 3 年度においては次のとおり文書通知や研修などにより、職

員の服務規律の確保に努めました。 

時 期 内 容 方 法 

令和 3年 4月 16 日 服務等に関する連絡会議 研修 

令和 3年 5月 10 日 職員の綱紀保持及び服務規律の徹底について（通知） 文書通知 

令和 3年 8月 17 日 職員の綱紀保持及び服務規律の徹底について（通知） 文書通知 

令和 3年 10 月 22 日 衆議院議員総選挙における職員の服務規律の確保について（通知） 文書通知 

令和 3年 12 月 21 日 職員の綱紀の保持および服務規律の徹底について（通知） 文書通知 

令和 4年 1月 14 日 職員の綱紀の保持及び服務規律の徹底について（通知） 文書通知 

 

（７）職員の退職管理の状況（令和 4年 5月 1日現在） 

 ①退職者の状況（令和 3年度退職者） 

 局部長級 部次長級 課長級 小 計 補佐級以下 合 計 前年度 

定年 5 7 47(34) 59(34) 240(141) 299(175) 263(142) 

募集 0 0 3(1) 3(1) 70(28) 73(29) 47(30) 

自己都合等 0 0 2(2) 2(2) 77(40) 79(42) 57(17) 

計Ａ 5 7 52(37) 64(37) 387(209) 451(246) 367(189) 

 ※教員の割愛採用等を除く実質退職者 

 ※（  ）内は、うち教職員の数 

 

 ②市以外の団体への再就職の状況（令和 3年度退職者） 

 局部長級 部次長級 課長級 小 計 前年度 

市出資法人 2 0 3(1) 5(1) 1(0) 

公益団体等 1 0 2(1) 3(1) 3(1) 

民間企業 0 0 0(0) 0(0) 3(2) 

計Ｂ 3 0 5(2) 8(2) 7(3) 

再就職率（B/A） 60.0% 0.0% 9.6% 12.5% 15.2% 

※（  ）内は、うち教職員の数 
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 ③市への任用の状況（令和 3年度退職者） 

 局部長級 部次長級 課長級 小 計 補佐級以下 合 計 前年度 

再任用職員 0 6 37(27) 43(27) 174(91) 217(118) 154(63) 

再雇用職員 0 0 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 9(0) 

計 0 6 37(27) 43(27) 175(91) 218(118) 163(63) 

 ※（  ）内は、うち教職員の数 

 

（８）職員研修所研修の状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

 

区 分 人 数 

1 階層別研修 1,411 

2 専門研修 684 

3 派遣研修 57 

4 ＩＣＴ研修 112 

5 自己啓発 104 

合計（延べ人数） 2,368 

 

 

（９）職員の福祉及び利益の保護の状況（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

 ① 職員厚生に関する事業概要 

  ア 新潟市職員互助会の実施事業 

・給付事業（慶弔給付・見舞金など） 2,148 件 

・助成事業（宿泊施設利用助成など） 

・厚生施設の運営 

  イ 新潟県市町村職員共済組合の実施事業 

・長期給付事業（退職者、遺族への年金給付） 

・短期給付事業（法定給付、付加給付） 

・貸付事業 

・保健事業（疾病予防、健康相談など） 

  

② 公務災害などの状況 

区 分 件 数 

公務災害 126 

通勤災害 16 

合 計 141 
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２ 職員の競争試験及び選考の状況 

（１）競争試験の状況 

令和３年度に実施した競争試験の結果は次のとおりです。 

 

ア 実施日 

（ア）大学卒業程度 

職 種 
第 1次 
試験日 

第 2次試験日 第 3次試験日 
最終合格 
発表日 

一般行政Ａ 

6 月 20 日 

筆記試験 

 

 

7 月 

6、8日  
個別面接 

7 月 27 日 

論文試験 

適性検査 

8 月 16、17 日 

個別面接 
8 月 27 日 

一般行政Ｂ 
7 月 

7、8日 

8 月 16 日 

個別面接 

社会福祉 

7 月 5 日  

論文試験 

適性検査 

8 月 2 日 

個別面接 

 

8 月 13 日 

精神保健福祉

相談員 
7 月 30 日 

土木 7 月 27 日 

土木(水道) 7 月 22 日 

建築 

7 月 28 日 

電気 
8 月 13 日

(合格者なし) 
電気（水道） 7 月 22 日 

機械 7 月 28 日 

8 月 13 日 

機械（水道） 7 月 22 日 

化学 7 月 21 日 

化学（水道） 7 月 22 日 

農業 7 月 21 日 

心理 7 月 30 日 

学芸員（歴史） 

7 月 20 日 

文化財専門員 
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職 種 
第 1次 
試験日 

第 2次試験日 第 3次試験日 
最終合格 
発表日 

消防士Ａ 

6 月 20 日 

筆記試験 

論文試験 

6月23、24日 

体力検査 

7 月 19 日 

適性検査 

消防適性検査 

8 月 10、11 日 

個別面接 

 

8 月 27 日 

消防士Ｂ 

6 月 20 日 

筆記試験 

論文試験 

消防適性検査 

6 月 23 日 

体力検査 

7 月 16 日 個別面接 

 

7 月 30 日 

社会福祉 

＜追加募集＞ 

1 月 16 日 

筆記試験 

論文試験 

適性検査 

2 月 8 日 適性検査・個別面接 2 月 18 日 

土木（水道） 

＜追加募集＞ 
（第一次試験合格者なし） 

 

 

電気（水道） 

＜追加募集＞ 
2 月 8 日 適性検査・個別面接 

 2 月 18 日 

(合格者なし) 

機械（水道） 

＜追加募集＞ 
（第二次試験受験者なし）  

 

（イ）高校卒業程度  

職 種 
第 1次 
試験日 

第 2次試験日 第 3次試験日 
最終合格 
発表日 

一般事務 

9 月 26 日 

筆記試験 

9 月 27 日 

個別面接 

10 月 11 日 

作文試験 

適性検査 

10 月 29 日 

個別面接 
 

11 月 12 日 

学校事務Ａ 

9 月 26 日 

筆記試験 

10 月 14 日 個別面接 

10 月 25 日 

作文試験 

適性検査 

11 月 4日 

個別面接 
学校事務Ｂ 11 月 26 日 

土木 
10 月 11 日 

作文試験 

適性検査 

 

11 月 5日 

個別面接 
  11 月 12 日 

土木（水道） 
11 月 4日 

個別面接 

電気 （申込者なし） 
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職 種 
第 1次 
試験日 

第 2次試験日 第 3次試験日 
最終合格 
発表日 

電気（水道） 

9 月 26 日 

筆記試験 

10 月 11 日 

作文試験 

適性検査 

 

11 月 4日 

個別面接 

  11 月 12 日 機械 
11 月 5日 

個別面接 

機械（水道） 
11 月 4日 

個別面接 

消防士 

9 月 26 日 

筆記試験 

作文試験 

消防適性検査 

10 月 12 日 

体力検査 

適性検査 

11 月 1日 個別面接  11 月 12 日 

 

（ウ）免許資格職             

職 種 第 1次試験日 第 2次試験日 
最終合格 
発表日 

獣医師 

6 月 13 日 

個別面接 

適性検査 

 6 月 30 日 

薬剤師（行政） 
6 月 20 日 

筆記試験 

7 月 5 日 論文試験 

適性検査 
7 月 30 日 個別面接 

8 月 13 日 

保健師 6 月 20 日 

筆記試験 

7 月 5 日 
論文試験 

適性検査 

7 月 26 日 

個別面接 

保育士Ａ 9 月 26 日 10月 11日 
10 月 

26～28 日 
11 月 12 日 

保育士Ｂ 10 月 17 日 
筆記試験 

論文試験 

11 月 7日 論文試験 

     適性検査 

11 月 27、28 日 

個別面接 
12 月 10 日 

 

 (エ）民間企業等職務経験者 

職 種 第 1次試験日 第 2次試験日 第 3次試験日 
最終合格 
発表日 

一般行政 
10 月 17 日 

筆記試験 

11 月 6 日  

個別面接 

11月 21日 

論文試験 

適性検査 

12月 18日 

個別面接 
1 月 14 日 

土木 （受験者なし） 

 土木（水道） 

（申込者なし） 

電気 
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職 種 第 1次試験日 第 2次試験日 第 3次試験日 
最終合格 
発表日 

電気(水道) 
10 月 17 日 

筆記試験 

11 月 7日  

論文試験 

適性検査 

11 月 21 日  

個別面接 
 

12 月 10 日 

(合格者なし) 

機械 12 月 10 日 

電気（水道） 

＜10月1日採用＞ 

6 月 20 日 

筆記試験 

7 月 11 日 

論文試験 

適性検査 

 

7 月 22 日 

個別面接 
 7 月 30 日 

 

（オ）任期付短時間勤務職員 

職 種 第 1次試験日 第 2次試験日 
最終合格 
発表日 

文化財専門員 ＜令和 3年 7月 1日採用＞ 
4 月 18 日 記述試験 

実技試験 
5月26日 個別面接 5 月 28 日 

文化財専門員 ＜令和 4年 6月 1日採用＞ 

令和 4年 3月 20 日  

記述試験 

実技試験 

令和 4年 4月 13 日 

個別面接 

令和4年4月 25日 

(合格者なし) 
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イ 実施状況 

区分 職 種 申込者数 受験者数 
最 終 

合格者数 
倍率 

大学卒業 

程度 

一般行政Ａ 178 136 10 13.6 

一般行政Ｂ 76 51 3 17.0 

社会福祉 44 28 7 4.0 

社会福祉＜追加募集＞ 32 22 2 11.0 

精神保健福祉相談員 1 1 1 1.0 

土木 11 10 4 2.5 

土木（水道） 3 2 1 2.0 

土木（水道）＜追加募集＞ 3 2 - - 

建築 8 5 1 5.0 

電気 3 2 0 - 

電気（水道） 2 1 0 - 

電気（水道）＜追加募集＞ 1 1 0 - 

機械 5 4 2 2.0 

機械（水道） 1 1 1 1.0 

機械（水道）＜追加募集＞ 2 2 - - 

化学 9 7 1 7.0 

化学（水道） 4 3 1 3.0 

農業 12 10 1 10.0 

心理 19 15 2 7.5 

学芸員（歴史） 21 14 1 14.0 

文化財専門員 11 10 1 10.0 

消防士Ａ 101 80 18 4.4 

消防士Ｂ 25 21 9 2.3 

高校卒業 

程度 

一般事務 39 36 2 18.0 

学校事務Ａ 11 9 1 9.0 

学校事務Ｂ 55 50 3 16.7 

土木 2 2 1 2.0 

土木（水道） 4 4 2 2.0 

電気 0 - - - 

電気（水道） 4 4 2 2.0 

機械 1 1 1 1.0 

機械（水道） 2 2 1 2.0 

消防士 149 132 5 26.4 

免 許 

資格職 

獣医師 4 3 1 3.0 

薬剤師（行政） 1 1 1 1.0 

保健師 30 29 5 5.8 

保育士Ａ 67 60 15 4.0 

保育士Ｂ 79 73 6 12.2 
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区分 職 種 申込者数 受験者数 
最 終 

合格者数 
倍率 

民間企業等 

職務経験者 

一般行政 186 137 4 34.3 

土木 1 0 - - 

土木（水道） 0 - - - 

電気 0 - - - 

電気（水道） 1 1 0 - 

機械 1 1 1 1.0 

民間企業等 
職務経験者 

電気（水道）＜10/1 採用＞ 1 1  1 1.0 

任期付短時

間勤務職員 

文化財専門員 1 1 1 1.0 

文化財専門員 1 1 0 - 

合計 1,212 976 119 8.2 

 

 

（２）採用選考の状況 

ア 令和３年度に新潟市人事委員会が実施した採用選考（公募）の結果は、次のとおりです。 

 

（ア）実施日 

区分 職 種 第 1次試験日 第 2次試験日 第 3次試験日 
最終合格 
発表日 

就職氷河

期世代 

一般事務 
9 月 26 日  

筆記試験 

10月 20日 

個別面接 

11 月 4日 

作文試験 

適性検査 

11月 16日 

個別面接 
11月 26日 

学校事務 10月 19日 
11月 17日 

個別面接 

障がい者 

一般事務 10 月 31 日  

筆記試験 

 作文試験 

11月 19日  
個別面接 

適性検査 

12月 23 日 

個別面接 1 月 14 日 

学校事務 11月 18日 12月 22 日 

  

（イ）実施状況 

区分 職       種 申込者数 受験者数 
最 終 

合格者数 
倍率 

就職氷河期

世代 

一般事務 113 87 2 43.5 

学校事務 40 30 2 15.0 

障がい者 
一般事務 57 42 4 10.5 

学校事務 7 7 1 7.0 

合計 217 166 9 18.4 
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 イ 任命権者に委任している採用選考（公募）は次のとおりです。 

（ア）会計年度任用職員以外 

任命権者 職       種 申込者数 受験者数 
最 終 

合格者数 
倍率 

病院事業管理者 

看護師 84 76 38 2.0 

病院事務職 43 39 0 - 

助産師 3 3 3 1.0 

薬剤師  3 3 2 1.5 

臨床工学技士 13 13 1 13.0 

臨床検査技師 25 23 3 7.7 

管理栄養士 23 21 1 21.0 

遺伝カウンセラー 0 - - - 

医療福祉相談員 27 27 1 27 

診療情報管理士 9 8 1 8.0 

病院事務職＜追加募集＞ 105 84 2 42.0 

合計 335 297 52 5.7 

 

（イ）会計年度任用職員 

令和４年４月１日時点で任用している会計年度任用職員数（延べ人数） 

任命権者 職員数（延べ人数） 

市長 3,380 人 

消防局長 2 人 

教育委員会 1,148 人 

水道事業管理者 36 人 

病院事業管理者 337 人 

合計 4,903 人 

 

（３）昇任試験の状況 

令和３年度に本委員会が実施した昇任試験はありません。任命権者に委任している昇

任試験は、次のとおりです。 

 

 

 

 

（４）昇任選考の状況 

令和３年度に本委員会が実施した昇任選考はありません。任命権者に委任している昇

任選考は、次のとおりです。 

選考名 

係長昇任選考試験 

学校事務職員事務主幹昇任選考試験 

 

 

試験名 

消防吏員昇任試験 
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３ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

令和３年１０月６日に「職員の給与等に関する報告及び勧告」を市議会及び市長に対し行

いました。主な内容は以下のとおりです。 

 

１ 給与等に関する報告・勧告 

（１）民間給与実態調査 

市内の企業規模 50 人以上、かつ、事業所規模 50 人以上の 406 事業所から 102 事業所を無

作為抽出し、常勤従業員※の本年 4月分の給与月額等について調査（調査完了率 90.2％）  

※ 雇用期間の定めがなく常時勤務する従業員（パート、アルバイト等を除く。） 

 

（２）民間給与との較差 

   事務・技術関係の職務に従事する職員との民間従業員について、役職段階、年齢、学歴の

条件が同等である者の 4月分給与を比較（ラスパイレス方式） 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較差（Ａ－Ｂ） 

３６２，１９２円 ３６２，３５７円 △１６５円（△０．０５％） 

※ 職員の平均年齢 42.7 歳、平均経験年数 20.5 年 
※ いずれも、本年度の新規学卒者は含まれていない。 

 

（３）ボーナス（特別給） 

   昨年８月から本年７月までの民間従業員の特別給の支給割合と職員の期末・勤勉手当の年

間平均支給月数を比較 

民間の支給割合 職員の支給月数 

４．３０月分 ４．４５月分 

 

（４）給与の改定の内容と考え方 

  ① 月例給 

民間給与との較差が極めて小さく、 俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であることか

ら、月例給の改定を行わない。 

② 特別給 

民間の特別給の支給割合と均衡を図るため支給月数を引下げ（4.45月分→4.30月分） 

※ 引下げ分は、民間の特別給の支給状況及び人事院勧告を踏まえ、期末手当の支給月数

に反映 

 

（５）実施時期 

公布日の属する月の翌月初日 

 

２ 人事管理に関する課題 

（１）人材の確保・育成等 

  ① 多様で有為・有能な人材の確保 

  本市で働くことの魅力ややりがい、業務に関する情報をより効果的に伝える方策の検討
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を引き続き行っていく。また、本市が求める人材に適した受験要件の検討及び受験者の能

力等を適切に見極める試験方法について引き続き調査・研究を進めていく。 

② 人材の育成 

職員の能力に応じた適材適所の配置を進めるとともに、オンライン方式の研修を活用し

つつ、職員の能力向上の機会充実に努め、市政を担うにふさわしい高い行政能力を持ち、

市民から信頼される職員を育成していくことを望む。 

③ 女性職員の活躍推進 

職員アンケートでは、女性職員が「昇任したくない」と回答した理由について、「自分の

能力に自信がないから」に次いで「家庭生活との両立ができなくなるため」が多くなって

おり、仕事と家庭の両立ができる働き方や勤務環境の整備が求められる。 

④ 能力・実績に基づく人事管理 

人事評価実施時には、評価者は被評価者の業務遂行状況を的確に把握し、丁寧な面談の

実施により双方の認識の共有を図り、評価に対する納得感を深めることが肝要である。今

後も研修等を通じ適正な制度運用を行うとともに、人材育成への活用に向けた取組を継続

されたい。 

⑤ 障がい者の活躍推進 

本年６月１日現在における障がい者の雇用については、各任命権者において法定雇用率

を達成した。引き続き、任命権者それぞれで策定した「障がい者活躍推進計画」に掲げた

内容を着実に実施し、障がいのある職員が自身の有する能力を有効に発揮できるよう、雇

用の質の向上のための取組を推進することが求められる。 

 

（２）働き方改革と勤務環境の整備  

  ① 仕事と家庭の両立 

ア 男性職員の育児休業等取得の推進 

男性職員の育児休業については、国家公務員の男性の育児休業等取得率向上の取組な

どを参考に、目標達成に向けた取組の推進に努められたい。 

   イ 不妊治療のための休暇制度の導入 

不妊治療を受けやすい職場環境の醸成を図るとともに、休暇制度の導入に向け、支援

のあり方を速やかに検討すべきである。    

② 長時間労働の是正 

 ア 時間外勤務の縮減 

新型コロナウイルス感染症への対応業務を重要課題として組織横断的に取り組んでい

る中で、一部の部署又は職員に過度な負担を強いることのないよう、人員配置や業務分

担の見直しなどを通じて時間外勤務を必要最小限のものとするとともに、職員の健康管

理にも十分配慮する必要がある。 

   イ 学校における働き方改革 

第３次多忙化解消行動計画を策定し、中学校学年担任制の推進、校務支援システム導

入による事務の効率化、教育委員会主催研修のオンライン化の推進などの新たな取組が

進められている。学校における働き方改革に向け、引き続き実効性のある取組が行われ



21 

ることを望む。 

ウ 勤務時間の状況の適正把握 

職員の長時間労働を是正し、健康を確保していくためには、職員の勤務時間の状況を

適正に把握し、管理していくことが重要である。近く総務事務システムが導入予定であ

ることから、これを活用し、適切な勤務時間の管理に努められたい。 

③ 柔軟な働き方の推進 

  テレワークを行う職員の勤務時間管理の在り方や作業環境の整備などの課題について、

引き続き検討していく必要がある。 

④ メンタルヘルス対策 

予防や再発防止に向けた取組を継続的に行うとともに、ストレスチェック結果を活用し

た職場環境の改善等、組織全体の対策を進めていくことが重要である。 

⑤ ハラスメント対策 

  職員が安心して相談できる体制を整え、相談に対し迅速かつ適切に対応することで、良

好な勤務環境を確立することを望む。 

 

（３）高齢期の雇用の在り方 

国家公務員の定年を基準として定年を条例で定めることや、管理監督職勤務上限年齢制

及び定年前再任用短時間勤務制の導入など国家公務員と同様の措置を講ずるほか、60 歳を

超える職員の職務内容や人事管理の在り方、定年引上げに伴う中長期的観点からの定員管

理の在り方などを早急に検討する必要がある。 

 

（４）会計年度任用職員の適正な任用・勤務条件の確保 

    会計年度任用職員が高い意欲を持ち、その能力を十分に発揮できるよう、制度の趣旨に

沿った適正な任用及び勤務条件等が確保されるよう引き続き努められたい。 

   

（５）公務員倫理の確保 

    コンプライアンスに関する意識の啓発や内部統制制度の活用といった取組を引き続き行

うとともに、不祥事は絶対に起こさせないという意識を強くもち、今後もあらゆる機会を

通じ職員の倫理意識の向上に努め、厳正な服務規律の確保を図られたい。 

    

＜参考＞ 

１ 給与改定の影響 

職員の年間給与（一般俸給表適用者 平均年齢 42.5 歳 平均経験年数 20.3 年） 

改定前 改定後 増減額（率） 

5,992,000 円 5,935,000 円 △57,000 円（△0.95％） 

※人件費（共済費等を除く）への影響額 約 5.14 億円（企業職を除く 9,006 人による試算） 
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２ 過去の給与勧告の状況                

 
月例給 期末・勤勉手当 

公民較差 較差率 年間支給月数 対前年比増減 

平成 23 年 △ 30 円 勧告なし 3.95 月 － 

平成 24 年  82 円 勧告なし 3.95 月 － 

平成 25 年 △ 476 円 △ 0.13％ 3.95 月 － 

平成 26 年 1,425 円 0.40％ 4.10 月 0.15 月 

平成 27 年 1,158 円 0.32％ 4.20 月 0.10 月 

平成 28 年  519 円 0.14％ 4.30 月 0.10 月 

平成 29 年 △ 646 円 △ 0.18％ 4.40 月 0.10 月 

平成 30 年 1,262 円 0.36％ 4.45 月 0.05 月 

令和元年  434 円 0.12％ 4.50 月 0.05 月 

令和２年 △ 90 円 勧告なし 4.45 月 △ 0.05 月 

令和３年 △ 165 円 勧告なし 4.30 月 △ 0.15 月 

   

３ 人事院勧告の主な内容 

月例給は改定なし、ボーナスを引下げ 

① 民間給与との較差（0.00%）が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であ

ることから、月例給の改定を行わない。 

② ボーナスを引下げ(△0.15 月分)、民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反

映 

 
 

３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

区 分 

要求件数 
処理件数 

(Ｂ） 

翌年度への 

繰  越 

（Ａ）－（Ｂ） 

前年度から 

の繰越 
新規要求 

小  計 

（Ａ） 

給与・旅費 0 0 0 0 0 

勤務時間・休暇 0 0 0 0 0 

執務環境 0 0 0 0 0 

厚生福利 0 0 0 0 0 

転任・任用 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

合  計 0 0 0 0 0 
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４ 不利益処分等に関する審査請求の件数 

区 分 

係属件数 
処理件数 

（Ｂ） 

翌年度への 

繰  越 

（Ａ）－（Ｂ） 

前年度から

の繰越 
新規請求 小計（Ａ） 

分限処分 0 0 0 0 0 

懲戒処分 0 1 1 0 1 

転任 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

合  計 0 1 1 0 1 

 


